
日本部活動学会 会則 

 

第１章 総則 

第１条 本会は、日本部活動学会（The Japanese Association for the Study of Extracurricular Club 

Activities）と称する。 

第２条 本会は、部活動の研究の充実、発展を図ることを目的とする。 

第３条 本会は、第２条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１ 大会、研究集会の開催 

２ 研究紀要、その他の刊行物の発行 

３ 会員の研究活動の促進 

４ 他学会、研究団体との連携 

５ その他第2条の目的を達成するための活動 

第４条 本会の事務局を岐阜県岐阜市柳戸1-1 岐阜大学教育学部柴崎研究室内に置く。 

 

第２章 会員 

第５条 本会の目的に賛同する者は、理事会の承認を経て会員になることができる。 

第６条 会員は、本会が行う事業に参加することができる。 

第７条 会員は、所定の会費を納入するものとする。３年以上会費を滞納した場合は、理事会の承認

を経て、会員としての資格を失う。 

第８条 会員の種別は一般会員、学生会員、賛助会員とする。賛助会員は本会の目的、事業に賛同す

る団体とする。 

 

第３章 組織と運営 

第９条 本会の事業を運営するため、次の組織を置く。 

１ 本会の重要事項を審議する最高機関として総会を置く。総会は、会員をもって構成し、原則と

して毎年１回会長の招集により開催する。総会の議決権は一般会員が有する。 

２ 総会に次ぐ審議機関として、事業全般にわたる審議を行う理事会を置く。理事会は、会長、副

会長、理事、事務局長をもって構成し、会長の招集により開催する。本会の事業は理事会の承認

を得て各事業の担当理事が中心となって執行する。 

３ 本会の事務を処理するため事務局を置く。事務局は、事務局長、事務局幹事をもって構成する。 

第10条 総会、理事会等の議事は、出席者の過半数の承認によって決定する。 

 

第４章 役員とその任務・任期 

第11条 本会に次の役員を置く。 

１ 会長１名 

２ 副会長若干名 

３ 理事若干名 

４ 事務局長1名 

５ 事務局幹事若干名 

６ 監事２名第２号議案  



第12条 役員の任務は、次の通りとする。 

１ 会長は、本会を代表し事業を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは互選によりうち１名が代行する。 

３ 理事は、本会の事業全般について審議し執行する。 

４ 事務局長は、事務局を統括し、本会の事務を処理する。 

５ 事務局幹事は、本会の事務を処理する。 

６ 監事は、会計を監査する。 

第13条 役員の選出は、次の通りとする。 

１ 会長は、理事の互選により選出し、総会の承認を受ける。 

２ 副会長は、理事の互選により選出し、総会の承認を受ける。 

３ 理事は、一般会員の中から選出する。選出の方法は別に定める。 

４ 事務局長は、一般会員の中から会長が指名し、総会の承認を受ける。 

５ 事務局幹事は、一般会員の中から会長が指名し、総会の承認を受ける。 

６ 監事は、一般会員の中から選出し、総会の承認を受ける。 

第14条 役員の任期は２年間とし、総会での承認の日から任期が満了となる年度の総会の日までとす

る。再任は可とする。 

第15条 本会は、事業運営に関して理事会に助言をする顧問を置くことができる。顧問は、会長が理

事会の承認を得て委嘱する。 

 

第５章 会計 

第16条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。 

第17条 会費（年額）は、一般会員7,000円、学生会員3,000円、賛助会員50,000円とする。 

第18条 入会金は、1,000円とする。 

第19条 予算・決算は、総会の議を経て決定する。 

第20条 本会の事業および会計年度は、毎年１月１日に始まり12月31日に終わる。 

 

付則 

第１条 本会則の変更は、総会の議を経て行うものとする。 

第２条 設立当初の役員は、第４章の規定にかかわらず設立総会の承認を経て選出される。任期は

2017年12月27日から2020年の総会の日とする。 

第３条 設立当初の会計年度は、2017年12月27日から2018年12月31日までとする。 

第４条 本会の運営に必要な細則は、別に定める。 

第５条 本会則は、2017 年 12 月 27 日より施行する。 

 

改正:令和 2 年 4 月 15 日（第 4 条一部改正） 

施行:令和 2 年 4 月 15 日  

 


